
（平成２４年６月６日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認和歌山地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正を不要と判断したもの 5 件

厚生年金関係 5 件



和歌山厚生年金 事案 906  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生

住 所 ：  

 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成元年10月から２年８月まで

② 平成10年10月から11年９月まで

③ 平成13年10月から14年９月まで

 

 

 

私は、申立期間①から③までにおいて、Ａ社及びＢ社（現在は、Ｃ社）で

勤務した。在職期間において、社名変更等、事業形態の変更はあったが、大

幅な給料カットは無かったはずである。しかしながら、日本年金機構から通

知された当該期間に係る標準報酬月額の記録は、それ以前の標準報酬月額の

記録と比べて下がっており、納得できないので、確認の上、年金記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①から③までの標準報酬月額の記録がそれぞれ前年に比

べて低くなっているとして、記録の訂正を申し立てている。 

しかしながら、Ｃ社は、「申立人に係る給与額及び保険料控除額が分かる資

料を保管していない。」旨回答しており、申立人の申立期間①から③までに係

る報酬月額及び厚生年金保険料控除額について確認することができない。 

また、Ａ社に係るオンライン記録において、申立人とほぼ同時期に厚生年金

保険の被保険者資格を取得し、申立人と同様に、同社及びＢ社で被保険者記録

が確認できる同僚の標準報酬月額を見ると、申立期間①から③までにおいて、

定時決定により１等級又は２等級以上減額された記録が複数確認でき、申立人

の標準報酬月額の記録に不自然さは見受けられない。 

さらに、申立期間②及び③について、Ｄ機関から提供された申立人に係る中

脱記録照会（回答）に記載された報酬給与及びＥ健康保険組合から提供された

申立人に係る適用台帳に記載された月額は、オンライン記録の標準報酬月額と



一致している上、当該記録について訂正が行われた事跡は見当たらない。 

加えて、申立期間③について、申立人は、「私は、申立期間③当時、管理職

であり、大幅な給料カットは無かったはずである。」旨主張しているところ、

Ｃ社の経理担当者は、「当社では、年金記録に誤りがあった事実を確認してい

ないので、記録のとおりだと思う。管理職は、残業による給料の増減は無かっ

たが、店舗の売上げに応じた報奨金の有無による給料の増減があったと思う

報奨金の関係か管理職の手当の見直しか、標準報酬月額の増減にはそれなりの

理由があったはずである。」旨供述している。 

また、申立期間③当時の経理担当者で社会保険関係の事情に詳しかったと申

立人が主張する同僚は、「いつの時期か分からないが、一時、会社の業績が悪

化したので、管理職以上の者を対象に手当を見直したことがあったかもしれな

い。」旨供述している。 

さらに、申立人がＢ社から受け取ったとする「健康保険・厚生年金（基金

保険標準報酬月額決定通知書」（控除年月平成 14年 11月）に記載されている

従前の厚生年金保険料（２万 6,885 円）及び厚生年金基金保険料（6,080 円

の合算額は、申立期間③に係る標準報酬月額（38 万円）に見合う保険料額と

一致する。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が、申立期間①から③までについて、その主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることは

できない。 

。

）

）

  



和歌山厚生年金 事案 907 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45年６月頃から 46年 10月頃まで 

私は、昭和 45年６月頃から 46年 10月頃までの期間、Ａ地区に在った、

「Ｂ」のＣという部署で正社員として勤務したが、厚生年金保険被保険者記

録が無いので、調査の上、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｄ団体から提供された昭和 44 年のＤ名鑑によると、申立人が勤務していた

と主張する「Ｂ」を経営していた事業所は、Ｅ社（Ｆ地区）であったことがう

かがえることから、同社の元代表取締役及び同社で厚生年金保険の被保険者記

録が確認できる二人に照会したところ、同社が「Ｂ」を経営していたとの供述

が得られた。 

また、上述の二人のうち一人は、申立人が「Ｂ」で勤務していたと供述して

いる上、申立人から提出された写真及び申立人の業務に関する詳細な記憶など

から判断すると、期間は特定できないものの、申立人がＥ社で勤務していたこ

とは推認できる。 

しかしながら、Ｅ社は、昭和 53年５月 10日に厚生年金保険の適用事業所と

なっており、申立期間当時、同社は厚生年金保険の適用事業所ではない。 

また、上述の二人は、自身のＥ社への入社時期について、一人は、「昭和 44

年」、他の一人は、「昭和 45 年」であると回答しているが、オンライン記録を

確認したところ、両者は、入社時期から同社が厚生年金保険の適用事業所とな

るまでの期間において、厚生年金保険の被保険者ではなかったことが確認でき

る。 

さらに、上述の二人から、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除



に係る回答は得られなかった。 

加えて、Ｅ社は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている上、同

社の元代表取締役は、「申立期間当時の書類が無く、当時の会計士及び経理等

担当者が死亡しており、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について

不明である。」旨回答している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が、厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



和歌山厚生年金 事案 908   

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和47年１月から同年８月まで 

② 昭和54年10月から57年６月まで 

申立期間①について、私の夫は、昭和 47年１月から同年８月までの期間、

Ａ事業所（現在は、Ｂ社）でＣ職として勤務したが、厚生年金保険被保険者

記録が無いので、調査の上、厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

申立期間②について、私の夫は、昭和 54年 10月から 57年６月までの期

間、Ｄ市のＥ社の構内事業所でＦの作業をしていたが、厚生年金保険被保険

者記録が無いので、調査の上、厚生年金保険被保険者期間として認めてほし

い。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ｂ社は、「昭和 47年は、当社が法人になる前で、当時

の資料が無く、申立人の申立期間①に係る勤務実態及び厚生年金保険料の控除

について回答できない。」旨回答している上、当該期間において、Ａ事業所で

厚生年金保険の被保険者期間が確認できる同僚５人に照会したところ、回答が

得られた４人からは、申立人の当該期間における勤務実態及び厚生年金保険料

の控除について回答を得ることができなかった。 

また、公共職業安定所に申立人の雇用保険の被保険者記録を照会したものの

申立期間①に係る雇用保険の加入記録は見当たらなかった。 

さらに、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票を見ると、申立

期間①において整理番号に欠番は無く、申立人の記録が失われたことをうかが

わせる事情も見当たらない。 

、



このほか、申立人の申立期間①における勤務実態及び厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間②について、申立人の妻は、申立事業所の名称、事業主の氏名及び

同僚の氏名を記憶しておらず、申立人の当該期間に係る勤務実態及び厚生年金

保険料の控除について事業主及び同僚に照会することができない。 

また、Ｄ市で厚生年金保険に加入している事業所において、申立人と同じ生

年月日で厚生年金保険に加入している記録を、オンライン記録により検索した

ものの、既に申立人の記録として判明している記録以外に申立人の記録は見当

たらない。 

このほか、申立人の申立期間②における勤務実態及び厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が、厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



和歌山厚生年金 事案 909  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生

住 所 ：  

 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和40年６月１日から昭和41年２月28日まで 

② 昭和41年８月１日から平成５年８月31日まで 

私は、Ａ社の設立時から同社の役員として業務に従事しており、昭和 38

年５月 30日に代表取締役に選任され、それ以降は同社の代表者として業務

に従事した。同社が厚生年金保険の適用事業所となった 37年２月１日から

厚生年金保険に加入していたが、申立期間①及び②の期間が厚生年金保険の

被保険者記録とされていない。提出した確定申告書の写しのとおり、同社か

ら給与を得ており、同申告書の社会保険料控除欄のとおり、社会保険料も納

付していたので、調査の上、申立期間①及び②を厚生年金保険被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「申立期間①及び②において、Ａ社で代表者として勤務し、提出

した確定申告書の写しのとおり、同社から給与を得ており、社会保険料も納付

していた。」と申し立てている。 

しかしながら、申立期間①について、申立人から提出された確定申告書の写

しの中に、申立期間①に係る昭和 40年分及び 41年分は無い上、申立人は、「Ａ

社は事実上倒産しており、倒産時の混乱で多くの資料を紛失した。」と供述し

ており、申立期間①に係る勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認す

ることができない。 

また、Ａ社に係る商業登記簿によると、申立期間①当時において、申立人以

外に３人の役員を確認することができるが、いずれも所在不明のため、申立期

間①当時の申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について供述を得る

ことができない。 



このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間②について、申立人から提出された昭和 45年分から 49年分までの

期間及び 59 年分から平成５年分までの期間の確定申告書の写しにより、申立

人は、Ａ社から給与を受けていたことが確認できることから、期間の特定はで

きないものの、同社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、申立人は、「確定申告書の写しのとおり社会保険料を支払っ

ている。」と申し立てているものの、同申告書のうち検証できた年の社会保険

料控除欄の社会保険の種類は、「国民健康保険」及び「国民年金」と記載され

ており、厚生年金保険料の控除については確認できない。 

また、Ａ社は、申立期間②のうち大部分の期間（昭和 41 年８月１日から平

成５年８月５日まで）について、厚生年金保険適用事業所としての記録が無い

上、申立人は、前述のとおり、「Ａ社は事実上倒産しており、倒産時の混乱で

多くの資料を紛失した。」と供述しており、申立期間②に係る勤務実態及び厚

生年金保険料の控除について確認することができない。 

さらに、オンライン記録によると、申立人は、昭和 41 年９月から平成４年

１月（申立人が 60 歳に到達した月の前月）まで、国民年金の保険料を納付し

ていることが確認できるとともに、Ｂ市は、「昭和 58年４月前の国民健康保険

の加入記録は廃棄済みで確認できないが、申立人は、同年４月１日から平成５

年９月２日に資格を喪失するまで国民健康保険に加入している。」旨回答して

いる。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が、厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

  



和歌山厚生年金 事案 910  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 47年から 50年まで 

② 昭和 50年から 51年まで 

申立期間①について、私は、Ａ地区に在ったＢ事業所（後に、Ｃ社が事業

継承）において、正社員としてＤ職に従事していたのに、厚生年金保険被保

険者記録が無い。 

また、申立期間②について、私は、Ｅ地区に在ったＦ社において、正社員

としてＤ職に従事していたのに、厚生年金保険被保険者記録が無い。 

申立期間①及び②について、厚生年金保険被保険者であったことを認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ｃ社（平成 22 年３月に解散）の代表清算人（申立期

間当時の事業主の妻）の供述から、期間は特定できないものの、申立人がＢ事

業所で勤務していたことがうかがえる。 

しかしながら、オンライン記録から、Ｂ事業所が厚生年金保険の適用事業所

となった記録が確認できないほか、上述の代表清算人は、「Ｂ事業所は、厚生

年金保険に加入しておらず、申立人の申立期間①の給与から厚生年金保険料を

控除することは無い。」旨供述している。 

また、Ｃ社が厚生年金保険の適用事業所となった昭和 53 年６月１日に同社

で被保険者資格を取得した者は、「会社が厚生年金保険に加入する前の勤務期

間について、給与から厚生年金保険料が控除されていたかどうかは不明であ

る。」旨回答している。 

さらに、オンライン記録によると、申立人は、申立期間①のうち昭和 48 年

４月から 50年 12月までの期間において、国民年金保険料を納付していること



が確認できる。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間②について、Ｆ社の申立期間当時の事業主及び複数の同僚の供述か

ら、期間は特定できないものの、申立人が同社で勤務していたことがうかがえ

る。 

しかしながら、Ｆ社の現在の事業主は、「当社は、厚生年金保険の適用事業

所となった昭和 36 年５月１日以降の社会保険関係書類を保存しており、それ

らを確認したが、申立人の名前は見当たらなかった。当時、運転手の多くは、

給与の手取額を減らさないため、社会保険に加入しなかったと聞いている。」

旨供述している。 

また、申立人は、「入社当時のＦ社の従業員数は 12人から 13人ぐらいだっ

た。」旨供述しているが、オンライン記録及びＦ社から提出された健康保険厚

生年金保険被保険者標準報酬決定通知書によると、申立期間における同社の被

保険者数は、昭和 50年８月１日時点で４人、51年８月１日時点で２人である

ことが確認でき、同社で厚生年金保険の被保険者記録がある元従業員は、「Ｆ

社では、従業員の希望に基づき厚生年金保険に加入させる選択制だった。」旨

回答している。 

さらに、オンライン記録によると、申立人は、申立期間②のうち昭和 50 年

１月から 51年５月までの期間において、国民年金保険料を納付しているほか、

同年６月１日以降はＧ事業所において厚生年金保険に加入していることが確

認できる。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 




